
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2Ｆ 

 

ご参加頂きたい方 

GDPR と日本の個人情報保護法の違いを理解する 

GDPR 対応における、日本企業が苦手とする部分の解説 

２０１９年 ７月 ２日（火） １４：００～１７：００ 

１．情報漏えいの際の 72 時間ルールへの対応 
（1）GDPR の 72 時間ルールの確認  
（2）具体的設例に基づく日本企業に求められる対応の解説 

 
２．クッキーポリシーの解説 

（1）E プライバシー規則案の説明  
（2）日本企業に求められる対応  

 
３．30 条処理記録作成にあたっての留意点 

（1）30 条処理記録に関するルールの説明 
（2）具体例に基づく解説 

 
４．DPIA の解説 

（1）データ保護影響評価 
（Data Protection Impact Assessment(DPIA)）に関するルールの説明 

（2）具体例に基づく解説 
 
５.質疑応答 
 セミナー終了後、受講者の希望に応じて、講師が個別のご相談に対応いたします。         
 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

 

～ GDPR 対応の担当者を悩ませることが多い、 

日本法と異なる部分を分かりやすく解説 ～ 

 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

191411-0303（※） ＧＤＰＲ対応における日本企業が苦手とする部分の解説 

税込・資料代含 

 

【開催にあたって】 

2018 年 5 月に発効した EU の一般データ保護規則（General Data Protection 

Regulation(GDPR)）は、①EU 以外の国・地域への適用、②高額な制裁金、③厳格な個人情

報保護のルールを規定しているため、日本企業やアメリカ企業を含む各国の企業は、GDPR へ

の対応を余儀なくされています。GDPR と日本の個人情報保護法は、個人情報を保護するル

ールであることは同じですが、多くの違いがあり、これが GDPR 対応の担当者を悩ませていま

す。そこで、今回のセミナーでは、GDPR 対応の担当者を悩ませることが多い、日本法と異なる

部分を具体例を用いながら分かりやすく解説していきたいと思います。 

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士 松岡史朗 氏 

2005 年京都大学法学部卒業、2015 年南カリフォルニア大学 LL.M、2016 年ボストン大学 LL.M in Taxation、2006 年弁護士登録 

GDPR、中国サイバーセキュリティ法及び日本の個人情報保護法などの各国の個人情報に関する法令への対応サポート並びに

国際税務に関する助言を行っている。主な著作：「諸外国の個人情報保護制度に係る最新の動向に関する調査研究報告書」（個

人情報保護委員会、2018 年）<共著> 

 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

法務部門、総務部門、監査部門など関連部門のご担当者 


